
○�
震
災
等
に
起
因
す
る
偏
見
や
差
別

を
な
く
そ
う

○
お
問
い
合
わ
せ
　
水
戸
地
方
法
務
局

　
☎
０
２
９
（
２
２
７
）
９
９
１
９

　
茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

　
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
に
、
一
年

間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を

証
明
す
る
書
類
等
を
添
付
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
等
か

ら
送
付
さ
れ
る
控
除
証
明
書
と
同
様

に
、
一
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保

険
料
の
額
を
証
明
し
た
控
除
証
明
書

(

ハ
ガ
キ)

が
、
日
本
年
金
機
構
よ
り
順

次
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手

続
き
の
際
は
、
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領

収
証
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
下
館
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
９
６
（25）
０
８
２
９

　
県
税
事
務
所
で
は
、
主
に
２
種
類
の
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証
明
書
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

①
税
額
な
ど
の
証
明
書

②�

未
納
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

※�

申
請
前
に
、
ど
ち
ら
が
必
要
か
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
本
人
確
認
で
き
る
も
の(

顔
写
真
付

　
き
の
も
の)

・�

直
近(

２
週
間
程
度)

に
県
税
を
納
め

た
場
合
は
そ
の
領
収
書

・
証
明
手
数
料(

１
件
４
０
０
円)

　�

代
理
人
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
境
支
所

　
☎
（87）
１
１
２
０

　
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム(

ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
：
エ
ル
タ
ッ
ク
ス)

は
、
地
方

税
の
手
続
き
を
電
子
的
に
お
こ
な
う

シ
ス
テ
ム
で
す
。
地
方
税
の
申
告
を
窓

口
に
出
向
く
こ
と
な
く
、
自
宅
や
オ

フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務
所
等
の
パ
ソ
コ

ン
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
主
な
対
象
税
目

・
法
人
市
町
村
民
税

・
固
定
資
産
税(

償
却
資
産)

・
個
人
住
民
税(

給
与
支
払
報
告
書
や

　
特
別
徴
収
関
連
手
続)

○
利
用
時
間

　�

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
前
０
時
ま

で(

土
日
祝
日
、
12
月
29
日
㈰
～
１

月
３
日
㈮
を
除
く)

　�

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

�

○
お
問
い
合
わ
せ

　
一
般
社
団
法
人
地
方
税
共
同
機
構

　
☎
０
５
７
０
‐
０
８
１
４
５
９

　�

午
前
９
時
～
午
後
５
時
　

地
方
税
の
申
告
は
地
方
税

ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
が
便

利
で
す

県
税
事
務
所
で
の
納
税
証

明
書
の
発
行

国
民
年
金
保
険
料
控
除
証

明
書
を
送
付
し
て
い
ま
す




